




はじめに

はじめに
　本格的な利用期を迎えた森林資源を活かし、林業・木材産業の成長産業化
を図るためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創
出が重要となっています。

　令和２年度の林野庁補助事業「内装木質化等促進のための環境整備に向け
た取組支援事業」では、民間非住宅建築物等における木材利用の促進を図る
ため、民間の創意工夫によるオフィスやホテル等の施設について「内装木質化
等の効果実証事業」を実施しました。

　本事業では、２２件の提案があり、①実証内容の新規性・先駆性、②実証方
法の妥当性・適切性・客観性、③事業計画の実現可能性、④内装木質化等に
よる木材使用量及び木材の需要拡大への貢献性、普及性、⑤木材の利用方法
の工夫の観点から、１３件の提案を選定しました。

　今回の内装木質化等の効果実証事業は、「心理面・身体面への効果の実証」、
「屋内環境に及ぼす効果の実証」又は「新たな内装木質部材の効果の実証」
に加え、作業性・業務効率を高める効果や来訪者の滞在時間を延ばす効果な
どの「生産性・経済面への効果の実証」を必須事項としたことが特徴と言えます。

　この冊子は、１３件の実証事業において得られた成果を集約すると共に、内装
木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援事業検討委員会の委員による
講評を掲載したものです。とくに対象となった内装木質化は多岐にわたる用途の
建築物であり、いろいろな専門分野からの視点がみられています。今後、民間
非住宅建築物等の内装木質化を行う際にお役立て頂くことで、内装木質化等の
効果実証の取組が広がり木材の魅力が一層引き出されていくことを期待します。

令和３年３月

内装木質化等促進のための環境整備に向けた取組支援事業検討委員会
委員長　有馬　孝礼
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実証事業の成果
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　　　　 居住環境改善への効果の実証

　　03　カフェ店舗の内装木質化による経済的効果等の実証

　　04　オフィスにおける新たな構造を有する木製家具の「効能」検証事業

　　05　コンビニ、コーヒーショップ等店舗への杉木口スリット材導入に関わる実証事業
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　　11　新たな乾燥方法によるスギ内装材の心理効果の実証
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実証事業の実施　

　実証事業の実施

１  事業の趣旨
　本格的な利用期を迎えた森林資源を活かし、
林業・木材産業の成長産業化を図るためには、
地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木
材需要の創出を図ることが重要である。
　本事業では、民間非住宅建築物等における
木材利用の促進を図るため、民間の創意工夫
によるオフィスやホテル等の施設について内
装木質化等の効果の実証についての提案を募
り、審査により選定された提案に対し助成等
を行うことにより、内装木質化等におけるニー
ズや効果のデータ化とその効果的な普及を行
い、内装木質化等の具体的な需要につなげる
ことを目的としている。
 

２ 対象となる事業
　民間非住宅建築物等における内装木質化等
に係る次の実証事業を対象とする。
   なお、(２) 、(３) 又は (４) のいずれかの効果
( 組み合わせ可 ) の場合は、(１) の効果も含む。
(１) 生産性・経済面への効果の実証 
(２) 心理面・身体面への効果の実証
(３) 屋内環境に及ぼす効果の実証
(４) 新たな内装木質部材の効果の実証

３ 応募資格
　本事業に応募できる者は、企業、団体等とし、
以下のすべての要件を満たすものとする。

○内装木質化等における木材利用に関する知
見を有すること。

○効果の実証を的確に実施できる能力を有す
ること。

○実証に当たっては、個人情報の保護や研究
倫理に係る法令等を遵守すること。

○本事業に係る経理及びその他の事務につい
て、適切な管理体制及び処理能力を有する
こと。

○本事業の公正な実施に支障を及ぼす恐れの
ないこと。

○本事業において知り得た情報の秘密を徹底
すること。

○本事業の実施に先立って、反社会勢力とか
かわりのないこと。

　
4  応募期間及び応募結果 

　応募書類の受付は、令和２年７月１０日
( 金 ) ～令和２年８月１１日 ( 火 ) １３時 ( 必
着 ) としたところ、２２件の応募があった。

5   採択結果及び実証期間
　検討委員会による審査を経て１３件の提案
を採択した。また、実証期間は、令和２年９月
２４日(木)～令和３年２月１９日(金)とした。

事業の流れ（応募者および実施者の主な手続き）
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